

老朽住宅事前調査申請書
　　　　年　　月　　日　　　　　
南国市長　様　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請者(空き家所有者)　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
（本人自筆の場合は、押印不要）
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　

[bookmark: _GoBack]南国市老朽住宅除却事業費補助金申請にかかる事前調査（物件確認）を下記のとおり申請します。
また、申請内容の確認のために必要があるときは、不動産登記、固定資産税、住民基本台帳及び戸籍
台帳等に関することについて、市長が関係機関に調査を行うことに同意します。
	空き家所在地
	南国市

	空き家の建築年月
	明治・大正・昭和・平成　　　年　　　  月　　　日  □不明

	空き家の構造　
	木造　  階建　   ㎡       □不明

	空き家の登記の有無
	□あり　　　□なし　　　□不明

	現地調査の立会
	□立会を希望します。（希望日時：　　月　　日　　時　　分）
　※希望日時は、土日祝を除く平日9：30から15：00まででお願いします。
　※可能な限り希望日時に調査を行うようにいたしますが、必要な場合は市職員から日時調整のご連絡をさせていただきます。
□立会はできませんが、調査員が敷地及び空き家の内部に立ち入って現地調査を行うことについて承諾します。

	空き家の状況
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【代理人を選任する場合】
私(空き家所有者)は下記の者を代理人と定め、補助金申請について代理権限を付与します。
	代理人
	住　　所
	

	
	氏　　名
	

	
	電話番号
	

	選任の理由
	


【添付書類】※市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書類については作成後3ヶ月以内のもの
◆空き家の所在地が分かる資料（地図の写し、Web上の地図の印刷物等　※住宅課窓口での確認も可能）
◆申請者及び代理人の身分を証明するもの（免許証の写し、住民票等）
◆空き家の所有者であることを証明するもの（登記事項証明書、固定資産税納税通知書等）
◆現況写真（調査対象である空き家の写真を1枚以上）

【注意事項】
・この申請書は、空き家が本補助金の対象要件とする老朽住宅に該当するか否かについて、事前調査を申し込むものです。ただし、補助金申請受付期間外に調査を行った場合は、再度、補助金申請受付期間内に本申請書を新たに提出し、申請書提出時点での空き家調査を行わせていただく必要があります。
・補助金は、補助金申請受付期間内に提出された本申請書の受付順で順位を決定し、予算の範囲内で先着順に交付します。
・補助金申請受付期間内に行った事前調査の結果、補助対象物件に該当すると判定された場合は、補助金申請受付期間内に別途『様式第1号　補助対象事業認定申請書』の提出が必要となります。
・補助金申請は空き家の所有者（法律上の所有権を有する者）から行っていただく必要があります。

	住宅課使用欄
	受付日
	月　　日
	受付時間
	時　　分
	対応職員
	



